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このことについて，次のとおり意見書を提出するものとする。
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ウイルス性肝炎から進行した肝硬変・肝がん患者 

に 対 す る 医 療 費 助 成 等 を 求 め る 意 見書 

現在，我が国において，ウイルス性肝炎，特にＢ型・Ｃ型肝炎のウイルス感染者及び

患者はおよそ 350 万人以上と推定されています。事態がこれほどまでに拡大している要

因は，国の責めに帰すべき事由によるものであり，肝炎対策基本法や特定フィブリノゲ

ン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給

付金の支給に関する特別措置法，特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する

特別措置法においても国の法的責任が明確に確認されています。 

しかし，ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は，現在，肝炎ウイルスの破壊ある

いは増殖抑制を目的とする治療を中心としたものに限られており，進行し重症化した肝

硬変や肝がんなどに対する積極的治療は対象外となっているため，医療費助成の対象か

ら外れている患者は相当数に上っているのが現状です。特に重篤な病態により就労困難

な場合も多い肝硬変・肝がん患者は，収入を制限された中で高額の医療費を負担せざる

を得ず，生活に支障を来しています。 

さらに，身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準は患者の実態に応じたも

のになっておらず，生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところ

です。 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においては，その成

立時にとりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援のあり方につ

いて検討を進めることとの附帯決議がなされています。しかし，肝硬変及び肝がんによ

り毎日 120 人を超える患者が亡くなっている中，国はウイルス性肝炎から進行した肝硬

変・肝がん患者に対しては，医療費助成を初めとした支援について何ら具体的な措置を

講じていません。 

よって，国においては以上の現状を踏まえ，以下の事項を早急に実現するよう強く要

望します。 

記 

１ ウイルス性肝炎から進行した肝硬変，肝がん等を対象とした医療費助成制度を創設

すること。 

１ 身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を見直し，患者の実態に応じた

障害者認定制度に改めること。 

以上，地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 
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